第１号様式（第2条・第３条・第4条）

給水装置工事承認申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　(宛先)
住所　　　　　　　　　　　
申込者　氏　名 (ふりがな)　 　　　　　　印　　
電話　　　　　　　　　　　

　　　私は、流山市水道事業給水条例及び流山市水道事業給水条例施行規程に同意し、次のとおり申込みます。
	工事場所
	流山市

	検針コース：
	申請者コード：

	

	口径・工事区分
	用途区分

	㎜
	新設
	改造
（口径変更なし）
	改造
（口径変更有り）
	修繕
	撤去
	取出
	専用住宅
	
	併用住宅
	

	φ13
	
	
	
	
	
	
	建売住宅
	
	店舗
	

	φ20
	
	
	
	
	
	
	宅地造成
	
	事務所
	

	φ25
	
	
	
	
	
	
	分譲マンション
	
	
	

	φ　
	
	
	
	
	
	
	賃貸住宅
	
	
	



	申込者の誓約事項
	１ 設置した給水装置を使用する見込みがなくなったときは、自己の負担により撤去します。
２ この工事に関する利害関係人の同意は、すでに申込者が得ていますが、万一、利害関係人
その他の者から異議があっても、すべて申込者の責任において解決します。
３ 設置した給水装置を他人に譲渡したときは、この誓約事項を譲受人に継承します。

	

	委任状
	私は、この給水装置工事に係る一切の事項を代理人に委任します。　　　年　　月　　日

	
	（代理人）
住所
指定給水装置
工事事業者
代表者
	（委任者）

氏名 　　　　　　　　　　印


	

	管理人選定届
	私は、この給水装置の管理人を下記の者に選定します。

	
	管理人
	住所
氏名
電話



	指定登録番号
指定給水装置
工事事業者
電話番号
	第　　　　　　号

印

	免状交付番号

給水装置工事主任技術者
	第　　　　　　　　　号

印


	配水管種／口径
	／φ　　　㎜
	給水管設置／管種／口径
	□新設・□既設／　／φ　㎜

	市水利用
	□全部・□一部
	井戸併用
	□有・□無
	受水槽水源
	□市水のみ・□井水等混合

	給水対象
	□新築・□既存
	階建
	□計画給水人口　　　人（受水槽設置時のみ記入）

	受水槽設置
	□有 ・□無
	（有効容量　　　　ｍ３
	一日最大給水能力　　　　ｍ３）

	工事用量水器コード（　　　）
	□有 ・□不要
	料金支払者　氏名

	
	住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

	

	添付書類
	占用許可申請書（□国道・□県道・□市道・□他市道・□水路）
	□確約書（　　　　　）

	
	建築確認通知書

第号

年　　　月　　　日
	開発行為許可通知書

第号

年　　　月　　　日
	□念書（　　　　　）

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	

	お客様番号
	口径
	量水器番号
	検定期限
	指針
	設置月日
	給式
	備考

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	φ　　㎜
	
	年　　月
	ｍ３
	月　　日
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	給式（給水方式）欄には略号を記入「①：直結直圧　②：直結増圧　③：受水槽」
＊備考欄には親メーター有の場合、親、子を明示する。

	

	納付金等
	給水申込納付金
	円
	円
	
	備考

	
	消費税等相当額
	円
	円
	
	

	
	設計審査手数料
	円
	円
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	工事検査手数料
	円
	円
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合計
	円
	円
	
	

	
	
	
	
	

	調定番号
	
	
	
	

	領収印
	
	
	
	




	使用材料明細書

	品名
	形寸
	単位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　　使用材料は、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第６条に規定する基準に適合していることを確認しました。
　　　給水装置工事主任技術者
氏名　　　　　　　　印　　
案内図
	住宅地図Ｐ．

	




平面図及び立面図（１／　　　）
	



